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メタデータ共通項目の改正について

• 今回の改正は、先行して取り組んでいるムーンショット型研究開発制度等における
運用上の課題やシステム仕様への対応等の理由から行うものです。

• また、共通項目それ自身を変更するものではなく、備考を分かりやすい記載にする、
運用実態と合わない部分を調整する等について対応するものです。

• メタデータ共通項目の改正に当たっては、研究者へのご案内や各機関・FA等の様
式等への影響があると思われますので、ルールの改定時など、可能なタイミングでご
対応いただくことを想定しております。また、既にメタデータを付与されているものがあ
れば、それを遡って修正いただくことは想定しておりません。
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メタデータ共通項目；項目ごとの改正の趣旨 (1/2)
項目 必須／任意 備考

1 資金配分機関情報 必須※ 公募型の研究資金を配分した資金配分機関（府省含む）の名称（英語略称可）
公募型の研究資金以外の場合は記入不要

4 データNo. 必須
管理対象データを一意に特定するための番号
公募型の研究資金を配分した資金配分機関が付与
公募型の研究資金以外の場合はデータ管理機関（項目14）が付与

6 掲載日・掲載更新日 必須 メタデータが公開されたの掲載日・掲載更新された日
8 データの分野 必須※ e-Radの研究分野（主分野）。e-Radとの連携により、自動入力される予定。

9 データ種別 必須 「データセット」等を指定する。研究データ基盤システム上では、通常は「データセット」を標準とするが、データ
の特性に応じて「データセット」以外の種別を選択可能

10概略データ量 任意 1GB未満、1GB以上10GB未満、10GB以上100GB未満、100GB以上等の区分により記載管理対象
データの概ねのデータ容量、またはシステムから出力される値

11
管理対象データの利活用・提供方針 必須 無償／有償、ライセンス情報、その他条件（引用の仕方等）等を記載ライセンス情報等の利用条件や制

約条件を記載
アクセス権 必須 公開／共有／非共有・非公開／公開期間猶予から選択
公開予定日 必須 公開期間猶予を選択した場合、公開予定日を記載

14

データ管理機関 必須 各データを管理する研究開発を行う機関の法人名
データ管理機関コード 任意 データ管理機関のコード
データ管理者 必須 データ管理機関組織において各管理対象データを管理する部署名または担当者の名前

データ管理者のe-Rad研究者番号 任意
管理者のe-Radの研究者番号
e-Rad研究者番号がない管理者や、管理者が組織の場合は記入不要。e-Rad研究者、ある場合は番
号研究者が番号を非公開にしたい場合を除き必須

データ管理者の連絡先 必須 データ管理者の所属機関の住所や電話番号、メールアドレス等

＜改正の趣旨＞
１．運用実態を踏まえ、英語略称で無くともよいこととするため
４．付与する番号がデータを一意に特定できるとは限らないため
６．記載すべき内容をわかりやすくするため
８．個別システムに係る記載のため削除

※修正した項目のみ抜粋
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項目 必須／任意 備考

1 資金配分機関情報 必須※ 公募型の研究資金を配分した資金配分機関（府省含む）の名称（英語略称可）
公募型の研究資金以外の場合は記入不要

4 データNo. 必須
管理対象データを一意に特定するための番号
公募型の研究資金を配分した資金配分機関が付与
公募型の研究資金以外の場合はデータ管理機関（項目14）が付与

6 掲載日・掲載更新日 必須 メタデータが公開されたの掲載日・掲載更新された日
8 データの分野 必須※ e-Radの研究分野（主分野）。e-Radとの連携により、自動入力される予定。

9 データ種別 必須 「データセット」等を指定する。研究データ基盤システム上では、通常は「データセット」を標準とするが、データ
の特性に応じて「データセット」以外の種別を選択可能

10概略データ量 任意 1GB未満、1GB以上10GB未満、10GB以上100GB未満、100GB以上等の区分により記載管理対象
データの概ねのデータ容量、またはシステムから出力される値

11
管理対象データの利活用・提供方針 必須 無償／有償、ライセンス情報、その他条件（引用の仕方等）等を記載ライセンス情報等の利用条件や制

約条件を記載
アクセス権 必須 公開／共有／非共有・非公開／公開期間猶予から選択
公開予定日 必須 公開期間猶予を選択した場合、公開予定日を記載

14

データ管理機関 必須 各データを管理する研究開発を行う機関の法人名
データ管理機関コード 任意 データ管理機関のコード
データ管理者 必須 データ管理機関組織において各管理対象データを管理する部署名または担当者の名前

データ管理者のe-Rad研究者番号 任意
管理者のe-Radの研究者番号
e-Rad研究者番号がない管理者や、管理者が組織の場合は記入不要。e-Rad研究者、ある場合は番
号研究者が番号を非公開にしたい場合を除き必須

データ管理者の連絡先 必須 データ管理者の所属機関の住所や電話番号、メールアドレス等

＜改正の趣旨＞
９．個別システムに係る記載のため削除
10．運用実態を踏まえ、区分によらない記載も可とするため
11．記載すべき内容をわかりやすくするため
14．個人情報保護・データ管理上、組織の連絡先の方が望ましいケースがあるため

メタデータ共通項目；項目ごとの改正の趣旨 (2/2)
※修正した項目のみ抜粋
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